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市からのお知らせ

市からの大切なお知らせ

投票期間 ４月６日（月）～ 11 日（土）

投票場所
弘前市役所
（上白銀町）

前川新館１階市民ギャラリー

岩木庁舎
（賀田１丁目）
１階多目的室

相馬庁舎
（五所字野沢）

多目的室

総合学習センター
（末広４丁目）
１階中会議室

ヒロロ（駅前町）
３階多世代交流室２

投票時間 午前８時 30 分～午後８時 午前８時 30 分～午後６時 午前 10 時～午後８時

注意事項

①住んでいる地域に関係なく、上記のどの投票所でも投票できます。
②投票所によって投票時間が異なりますので、注意してください。
③ 受け付けをする際、投票所に当日行けない理由を記入した「宣誓書」の提出が必要です。「宣誓書」

は投票所入場券の裏面に様式がありますので、氏名・生年月日・住所等を記入し、提出してください。
※投票所入場券の裏面に記入する場合、来場前の宣誓書記載にご協力をお願いします。
④ヒロロで投票する際はヒロロ駐車場（1 時間無料）をご利用ください。

●期日前投票
　仕事や用事などで投票日に投票できない人は、次のとおり期日前投票ができます。

●投票所入場券　
　今回の選挙より、投票所入場券の様式が変更となり
ます。１枚の圧着はがきに最大４人まで印刷されるほ
か、期日前投票で使用する「宣誓書」が裏面に印刷さ
れます。入場券は４月８日ごろまでに配達される予定
です。受け付けに提示いただくと名簿との照合がス
ムーズになりますので、できるだけ投票所へ持参して
ください。入場券が届かなかった場合でも、本人と確
認できれば投票できますので、投票所の係員まで申し
出てください。

●投票時間　午前７時～午後８時
※一部の投票所は午後６時まで／期日前投票所と共
通投票所は投票時間が異なります。

■■問選挙管理委員会事務局（〒 036-8551、上白銀町１の１、市役所６階、☎ 35-1129）

　弘前市長選挙および弘前市議会議員補欠選挙は、４月５日㈰に告示され、４月 12 日㈰が投票日になります。
私たちの声を市政に反映させるための大切な選挙です。忘れずに投票に出掛けましょう。

開設日 投票日当日
投票場所 ヒロロ（駅前町）３階多世代交流室２

投票時間 午前９時～午後８時

注意事項

❶      住んでいる地域に関係なく、どなたで
も投票ができます。

❷ 投票の際はヒロロ駐車場（1 時間無料）
をご利用ください。
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両下肢、体幹、
移動機能の障害 ○ ○

心臓、じん臓、
呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸の障害

〇 － 〇
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害 ○ ○ ○
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両下肢、体
幹の障害 ○ ○ ○

心臓、じん
臓、呼吸器、
ぼ う こ う、
直腸、小腸、
肝臓の障害

○ 〇 ○ 〇

▲マイナポータル

▲投票所入場券（表）

●投票方法　
　投票用紙に「候補者氏名」を記載して投票します。

●選挙資格　
年 齢 要 件 平成 20 年４月 13 日までに生まれた人
住 所 要 件 令和７年 12 月 26 日以前から当市の住民
基本台帳に引き続き記録されている人

●投票所　
①投票入場券に記載の指定投票所
②共通投票所

●不在者投票（滞在地での投票）
　仕事や用事などで投票日に市外に滞在し、期日前投
票もできない人は、不在者投票ができます。希望する
人は、投票用紙の請求手続きが必要です。
手 続 き 方 法 マイナポータル「ぴったりサービス」／
不在者投票請求書兼宣誓書を郵送か持参で提出
※様式は選挙管理委員会事務局および岩木・相馬総合支所の同事務
局分室に用意しているほか、市ホームページからダウンロードでき
ます。代理人による手続きも可能です。
　手続きをした人には、滞在地へ投票
用紙などを郵送しますので、滞在地の
選挙管理委員会で投票してください

（郵送期間の関係上、早めの手続きや投票をお
願いします）。

●在宅投票　
　重度の身体障がいなどで、「郵便等投票証明書」を
持っている人は、郵便等による不在者投票ができます。
該当者は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持ってい
る人で下表の障がいのある人、または介護保険被保険
者証の要介護状態区分が「要介護５」の人です。

　「郵便等投票証明書」の交付を受けていない人で、
新たに交付を希望する人は、身体障害者手帳、戦傷病
者手帳、介護保険被保険者証のいずれかを持って（代
理人可）、選挙管理委員会事務局で手続きをしてくだ
さい。

●選挙公報
　候補者の経歴・政見を掲載した選挙公報を、投票日
の前日までに各世帯へ配布します。市役所、岩木・相
馬庁舎、各出張所などの公共施設にも備えますのでご
利用ください。

●親子で投票に行きませんか？
　投票所には 18 歳未満の子どもと一緒に入ることが
できます。総務省の調査によると、子どもの頃に親の
投票に同伴した経験がある人は、ない人と比較して投
票した割合が高いことがわかっています。
　投票所の様子や、親が投票する姿を見ることは、子
どもの将来の投票につながっています。ぜひお子さん
と一緒に投票所へお越しください。
※子どもを投票所に同伴させる場合は、大声で騒いだり、他の人の
投票をのぞき見ることなどがないようルールを守ってください。

●投票の支援を行います
　投票所での係員との意思疎通や、投票の方法に不安
がある人などがスムーズに投票の手続きができるよ
う、各投票所にコミュニケーションボー
ドを用意します。県ホームページからダ
ウンロードし、投票所に持参することも
できますので、ぜひご活用ください。

▲投票所入場券（裏）

https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?Ba/NFYOnsLIEezDsdXp8GPaEa+2goetptdYz2fDbS1SDmJsGAc84ud5wf7IPdn2qeSTz2iKxkZRUY/Gh4tiJBTUAEIPpdCcHk1h9qBlhxHVQgRWgs7C8Z6o41VeMW8qFgdHH4qNSIL76CC7XFHt7jA==
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/senkan/communication_board.html

